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令和２年度第１４回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和２年１０月２８日 

                    担当部・課：教育委員会雄勝公民館 〔57-3052〕 

教育委員会体育振興課 〔内線 2582〕 

① 件  名 

（仮称）石巻市雄勝体育施設の供用開始について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

東日本大震災の津波により雄勝地域の体育施設であった石巻雄勝Ｂ＆Ｇ海洋センター及び雄勝

グラウンドが壊滅的な被害を受けたため、雄勝中心部地区に、体育施設として(仮称)雄勝体育館、

(仮称)雄勝多目的運動広場、(仮称)雄勝艇庫の再建整備を進めてきた。 

 

【目的】 

令和元年１２月に着工した(仮称)雄勝地区屋内運動場災害復旧建設工事及び(仮称)雄勝地区艇

庫災害復旧建設工事が令和３年１月末に完了することから、同年４月１日から供用を開始する。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

  地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第１項 

  石巻市営運動場条例（平成１７年条例第１１８号） 

  石巻市雄勝Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１７年条例第１２７号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

  石巻市震災復興基本計画 

  施策大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる 

   大区分１ 未来の人を育てる 

      １ 学校教育・社会教育施設等の復旧・復興 

     （２）社会教育施設・社会体育施設の復旧・復興 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和元年１２月  (仮称)雄勝地区屋内運動場災害復旧建設工事着工 

  (仮称)雄勝地区艇庫災害復旧建設工事着工 

⑤ 主な内容 

１ 施設概要 

（１） 名称及び所在地                   

(仮称)雄勝体育館      石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑地内 

(仮称)雄勝多目的運動広場  石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑地内 

(仮称)雄勝艇庫       石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑地内 

（２） 施設規模 

２ 休所日 

毎週火曜日とする。ただし、国民の祝日が火曜日にあたるときは、その翌日とする。 

また、施設ごとに次に掲げる日も休所日とする。 

（１）(仮称)雄勝体育館    １月１日から１月４日まで及び１２月２８日から１２月３１日 

（２）(仮称)雄勝多目的運動広場             同上 

（３）(仮称)雄勝艇庫     １月１日から３月３１日まで及び１１月１日から１２月３１日 

施設名 施設構造 延床面積 敷地面積 

(仮称)雄勝体育館 鉄骨造、２階建 ８５０.８５㎡ ６,５９１.２０㎡ 

（うち多目的運動広場

２,２５９㎡） (仮称)雄勝多目的運動広場   

(仮称)雄勝艇庫 鉄骨造、平家建 ２７９.３８㎡ ２,７４２.９９㎡ 
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３ 施設使用料 

（１）（仮称）雄勝体育館  

  個人利用  

利用区分 単位等 使用料 

小・中・高校生 １回 ７０円  

一般・学生 １回 １５０円  

  専用利用（1時間当たり） 

※利用時間が１時間に満たない場合は１時間とする。 

 

（２）（仮称）雄勝多目的運動広場 

  専用利用（1時間当たり） 

 

 

 

 

 

 

（３）（仮称）雄勝艇庫舟艇（1時間当たり） 

 

４ 運営方法 

令和３年度からの施設の運営管理に関しては、指定管理者制度を導入する予定としている。 

利用区分 使用料 使用時間 

 小・中・高校生 ４００円  

午前９時から午後９時 一般・学生 ６００円  

照明設備電気使用料 １００円  

利用区分 使用料 使用時間 

小・中・高校生 １００円  
午前９時～日没まで 

一般・学生 ２００円  

※利用時間が１時間に満たない場合は１時間とする。 

利用区分 単位等 
使用料 

 
カヌー ＳＵＰ(ｽﾀﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾊﾟﾄﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ) 

小・中・高校生 １艇 ２００円  ６００円 

一般・学生 １艇 ４００円  １,２００円 

※利用時間が１時間に満たない場合は１時間とする。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  雄勝地域の体育施設が再建されることで、スポーツ、レクリエーション等の普及や、市民の心身

の健全な発達と福祉の増進が図られる。 

【市財政への負担】 

  年間の指定管理料（現時点での概算） １５，４３３千円 

   内訳（維持管理費用１６，２５６千円－使用料収入８２３千円＝１５，４３３千円） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

雄勝艇庫舟艇の料金は、同様の施設を持つ、登米市、亘理町、涌谷町、加美町を参考に算定 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和２年１２月   令和２年市議会第４回定例会に(仮称)石巻市雄勝体育施設条例の制定に 

ついて提案（施行予定年月日：令和３年４月１日） 

 令和３年 １月   工事完了 

２月   令和３年市議会第１回定例会に指定管理者の指定について提案 

      ４月１日 供用開始 

⑨ その他 

 

 


